
奈良県広域水道企業団告示第６号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用す

る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し公金事務を委託した。 

  令和７年４月１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

 

第１ 指定公金事務取扱者の名称 

株式会社ファノバ 奈良営業所 

第２ 指定公金事務取扱者の所在地 

    奈良県奈良市三条町４８７番地 

第３ 委託した公金事務に係る歳入 

    水道料金、加入金、手数料、下水道使用料 

第４ 指定公金事務取扱者に指定をした日 

    令和７年３月２７日 

第５ 指定公金事務取扱者に委託をした日 

    令和７年４月１日 

 


